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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網を介して電話端末と接続し、当該電話端末との間で各種制御メッセージを送受信
する通信インターフェース部と、
　状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の状態監視を要求
した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態とを監視情報と
して記憶する記憶部と、
　監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージの受信に応じて、当該監視
先電話端末の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を当該監視先電話端末に関連
付けて前記監視情報へ登録する端末状態監視部と、
　前記端末状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電話
端末に対応する監視元電話端末を前記監視情報で確認し、当該監視元電話端末へ当該監視
先電話端末の不在解除を通知する端末状態通知部と、
　不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端末からの着信メッセージの受信に
応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元電話端末と一致するか前記監視情
報で確認し、その一致に応じて前記監視先電話端末へ着信を通知する呼制御部と
　を備えることを特徴とする端末状態通知装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の端末状態通知装置において、
　端末状態通知部は、前記着信に対する監視先電話端末からの応答メッセージの受信に応
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じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を前記監視情報で確認し、当該監視
元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知するとともに、前記監視情報における
当該監視先電話端末に対する監視元電話端末の登録を削除することを特徴とする端末状態
通知装置。
【請求項３】
　通信インターフェース部により、通信網を介して電話端末と接続し、当該電話端末との
間で各種制御メッセージを送受信する通信ステップと、
　記憶部により、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の
状態監視を要求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態
とを監視情報として記憶する記憶ステップと、
　端末状態監視部により、監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージの
受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を当
該監視先電話端末に関連付けて前記監視情報へ登録する端末状態監視ステップと、
　端末状態通知部により、前記端末状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に
応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を前記監視情報で確認し、当該監
視元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知する端末状態通知ステップと、
　呼制御部により、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端末からの着信メ
ッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元電話端末と一致
するか前記監視情報で確認し、その一致に応じて前記監視先電話端末へ着信を通知する呼
制御ステップと
　を備えることを特徴とする端末状態通知方法。
【請求項４】
　通信網を介して電話端末と接続し、当該電話端末との間で各種制御メッセージを送受信
することにより、任意の電話端末の不在／不在解除を示す端末状態を他の電話端末へ通知
する端末状態通知装置のコンピュータに、
　記憶部により、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の
状態監視を要求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態
とを監視情報として記憶する記憶ステップと、
　端末状態監視部により、監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージの
受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を当
該監視先電話端末に関連付けて前記監視情報へ登録する端末状態監視ステップと、
　端末状態通知部により、前記端末状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に
応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を前記監視情報で確認し、当該監
視元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知する端末状態通知ステップと、
　呼制御部により、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端末からの着信メ
ッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元電話端末と一致
するか前記監視情報で確認し、その一致に応じて前記監視先電話端末へ着信を通知する呼
制御ステップと
　を実行させるプログラム。
【請求項５】
　通信網を介して電話端末と接続し、当該電話端末との間で各種制御メッセージを送受信
することにより呼制御を行う呼制御サーバであって、
　状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の状態監視を要求
した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態とを監視情報と
して記憶する記憶部と、
　監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージの受信に応じて、当該監視
先電話端末の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を当該監視先電話端末に関連
付けて前記監視情報へ登録する端末状態監視部と、
　前記端末状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電話
端末に対応する監視元電話端末を前記監視情報で確認し、当該監視元電話端末へ当該監視
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先電話端末の不在解除を通知する端末状態通知部と、
　不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端末からの着信メッセージの受信に
応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元電話端末と一致するか前記監視情
報で確認し、その一致に応じて前記監視先電話端末へ着信を通知する呼制御部と
　を備えることを特徴とする呼制御サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話制御技術に関し、特に着信側電話端末の状態を発信側電話端末へ通知す
る端末状態通知技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な電話装置では、不在時の着信を確認する機能として、着信履歴をメモリに記憶
しておき、利用者の履歴閲覧操作に応じて、メモリから着信履歴を読み出してＬＣＤなど
の表示部へ表示する機能がある。
　また、このような着信履歴を利用して、利用者の操作に応じて、メモリに着信履歴とし
て記憶されている発信者電話番号を読み出して自動発信する技術が提案されている（例え
ば、特許文献１など参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２６８５５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような従来技術では、着信側電話端末の利用者は着信履歴を閲覧す
ることにより着信の有無を確認できるものの、発信側電話端末の利用者は着信側電話端末
の状態を確認できないという問題点があった。
　このため、着信側利用者が不在であっても再度発信したり、定期的に繰り返し発信する
必要があり、発信側利用者に対して操作や精神面で大きな負担となる。
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、発信側電話端末の利用者が着信
側電話端末の状態を確認できる端末状態通知装置および方法、プログラム、呼制御サーバ
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような目的を達成するために、本発明にかかる端末状態通知装置は、通信網を介し
て電話端末と接続し、当該電話端末との間で各種制御メッセージを送受信する通信インタ
ーフェース部と、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の
状態監視を要求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態
とを監視情報として記憶する記憶部と、監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定
メッセージの受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の状態を検出し、この
端末状態を当該監視先電話端末に関連付けて監視情報へ登録する端末状態監視部と、端末
状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電話端末に対応
する監視元電話端末を監視情報で確認し、当該監視元電話端末へ当該監視先電話端末の不
在解除を通知する端末状態通知部と、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話
端末からの着信メッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視
元電話端末と一致するか監視情報で確認し、その一致に応じて監視先電話端末へ着信を通
知する呼制御部とを備えている。
【０００９】
　また、端末状態通知部で、着信に対する監視先電話端末からの応答メッセージの受信に
応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を監視情報で確認し、当該監視元
電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知するとともに、監視情報における当該監
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視先電話端末に対する監視元電話端末の登録を削除するようにしてもよい。
【００１０】
　また、本発明にかかる端末状態通知方法は、通信インターフェース部により、通信網を
介して電話端末と接続し、当該電話端末との間で各種制御メッセージを送受信する通信ス
テップと、記憶部により、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電
話端末の状態監視を要求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す
端末状態とを監視情報として記憶する記憶ステップと、端末状態監視部により、監視先電
話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージの受信に応じて、当該監視先電話端末
の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を当該監視先電話端末に関連付けて監視
情報へ登録する端末状態監視ステップと、端末状態通知部により、端末状態監視部による
監視先電話端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端
末を監視情報で確認し、当該監視元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知する
端末状態通知ステップと、呼制御部により、不在状態にある監視先電話端末に対する任意
の電話端末からの着信メッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末
の監視元電話端末と一致するか監視情報で確認し、その一致に応じて監視先電話端末へ着
信を通知する呼制御ステップとを備えている。
【００１１】
　また、本発明にかかるプログラムは、通信網を介して電話端末と接続し、当該電話端末
との間で各種制御メッセージを送受信することにより、任意の電話端末の不在／不在解除
を示す端末状態を他の電話端末へ通知する端末状態通知装置のコンピュータに、記憶部に
より、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の状態監視を
要求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態とを監視情
報として記憶する記憶ステップと、端末状態監視部により、監視先電話端末からの不在／
不在解除を示す設定メッセージの受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の
状態を検出し、この端末状態を当該監視先電話端末に関連付けて前記監視情報へ登録する
端末状態監視ステップと、端末状態通知部により、前記端末状態監視部による監視先電話
端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を前記監
視情報で確認し、当該監視元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知する端末状
態通知ステップと、呼制御部により、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話
端末からの着信メッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視
元電話端末と一致するか監視情報で確認し、その一致に応じて監視先電話端末へ着信を通
知する呼制御ステップとを実行させる。
【００１２】
　また、本発明にかかる呼制御サーバは、通信網を介して電話端末と接続し、当該電話端
末との間で各種制御メッセージを送受信することにより呼制御を行う呼制御サーバであっ
て、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該監視先電話端末の状態監視を要
求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解除を示す端末状態とを監視情報
として記憶する記憶部と、監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージの
受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を当
該監視先電話端末に関連付けて監視情報へ登録する端末状態監視部と、端末状態監視部に
よる監視先電話端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電
話端末を監視情報で確認し、当該監視元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知
する端末状態通知部と、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端末からの着
信メッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元電話端末と
一致するか監視情報で確認し、その一致に応じて監視先電話端末へ着信を通知する呼制御
部とを備えている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、端末状態監視部により、監視先電話端末からの不在／不在解除を示す
設定メッセージの受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の状態が検出され
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、この端末状態が当該監視先電話端末に関連付けて監視情報へ登録され、端末状態通知部
により、端末状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に応じて、当該監視先電
話端末に対応する監視元電話端末が監視情報で確認され、この監視元電話端末へ当該監視
先電話端末の不在解除が通知され、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端
末からの着信メッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元
電話端末と一致するか監視情報で確認され、その一致に応じて監視先電話端末へ着信が通
知される。
【００１５】
　これにより、不在中の電話端末を監視先電話端末とする電話端末からの監視登録により
、端末状態通知装置で電話端末の状態が監視され、電話端末での不在解除に応じて、電話
端末へその旨が通知される。したがって、電話端末の不在解除を電話端末で容易に確認す
ることができ、相手が不在であるにもかかわらず再度発信したり、定期的に繰り返し発信
する必要がなくなり、発信側利用者に対する操作や精神面での負担を大幅に削減すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
［第１の実施の形態］
　まず、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置について
説明する。図１は、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置の構成を示すブ
ロック図である。
【００１７】
　この端末状態通知装置１は、呼制御サーバなどの呼制御装置からなり、電話網（通信網
）５を介して電話端末２，３と接続し、これら電話端末２，３との間で各種制御メッセー
ジを送受信することにより、監視対象となる監視先電話端末の状態を監視元電話端末へ通
知する機能を有している。なお、本発明の各実施の形態では、理解を容易とするため、監
視元電話端末が電話端末２からなり、監視対象となる監視先電話端末が電話端末３からな
る場合を例として説明する。
【００１８】
　本実施の形態は、記憶部により、状態監視の対象となる監視先電話端末に関する、当該
監視先電話端末の状態監視を要求した監視元電話端末と、監視先電話端末の不在／不在解
除を示す端末状態とを監視情報として記憶し、端末状態監視部により、監視先電話端末か
らの不在／不在解除を示す設定メッセージの受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／
不在解除の状態を検出し、この端末状態を当該監視先電話端末に関連付けて監視情報へ登
録し、端末状態通知部により、端末状態監視部による監視先電話端末の不在解除の検出に
応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を監視情報で確認し、当該監視元
電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知するようにしたものである。
【００１９】
［端末状態通知装置（呼制御サーバ）］
　次に、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置の構成に
ついて詳細に説明する。本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置は、端末状
態通知装置が、ＳＩＰサーバなどのＩＰ電話システムで用いられる一般的な呼制御サーバ
に実装されている場合を示しており、以下、第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置
を呼制御サーバ１という。
【００２０】
　呼制御サーバ（端末状態通知装置）１には、主な機能として、通信インターフェース部
（以下、通信Ｉ／Ｆ部という）１１、記憶部１２、および制御部１３が設けられている。
　通信Ｉ／Ｆ部１１は、専用のデータ通信回路からなり、電話網５を介して電話端末２，
３とデータ通信を行うことにより各種制御メッセージを送受信する機能を有している。
　記憶部１２は、ハードディスクやメモリなどの記憶装置からなり、制御部１３での各種
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処理に用いる処理情報やプログラム１２Ｐを記憶する機能を有している。プログラム１２
Ｐは、制御部１３に読み出されて実行されることにより各種処理部を実現するプログラム
であり、記録媒体や外部装置から予め読み込まれて記憶部１２に格納されている。
【００２１】
　記憶部１２で記憶される主な処理情報として、呼制御情報１２Ａおよび監視情報１２Ｂ
がある。呼制御情報１２Ａは、制御部１３での呼制御に用いる、発着信電話端末の電話番
号や制御状態などの各種情報である。監視情報１２Ｂは、制御部１３での電話端末の監視
に用いる各種情報である。図２は、監視情報の構成例である。ここでは、監視対象となる
監視先電話端末の電話番号（識別情報）である監視先電話番号と、監視を要求した監視元
電話端末の電話番号（識別情報）である監視元電話番号と、監視先電話端末の不在／不在
解除の状態を示す監視先電話端末状態とが組として登録されている。
【００２２】
　制御部１３は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部１２の
プログラム１２Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを
協働させて各種処理部を実現する機能を有している。
　制御部１３で実現される主な処理部として、呼制御部１３Ａ、監視要求受付部１３Ｂ、
端末状態監視部１３Ｃ、および端末状態通知部１３Ｄがある。
【００２３】
　呼制御部１３Ａは、電話網５を介して接続された電話端末２，３との間で、通信Ｉ／Ｆ
部１１を介して制御メッセージを送受信することにより、電話端末２，３に対する発信、
着信、通話などの各種呼制御を行う機能を有している。
　監視要求受付部１３Ｂは、任意の電話端末からの監視登録要求メッセージの受信に応じ
て、指定された監視先電話端末に当該任意の電話端末を監視元電話端末として関連付けて
記憶部１２の監視情報１２Ｂへ登録する機能と、任意の電話端末からの監視解除要求メッ
セージの受信に応じて、指定された監視先電話端末に対する当該任意の電話端末による監
視元電話端末の登録を監視情報１２Ｂから削除する機能と、任意の電話端末からの状態通
知登録メッセージに応じて当該任意の電話端末に関するエントリを監視情報１２Ｂへ初期
登録する機能とを有している。
【００２４】
　端末状態監視部１３Ｃは、監視先電話端末からの不在／不在解除を示す設定メッセージ
の受信に応じて、当該監視先電話端末の不在／不在解除の状態を検出する機能と、検出し
た端末状態を当該監視先電話端末に関連付けて記憶部１２の監視情報１２Ｂへ登録する機
能とを有している。
　端末状態通知部１３Ｄは、端末状態監視部１３Ｃによる監視先電話端末の不在解除の検
出に応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元電話端末を監視情報で確認する機能と
、当該監視元電話端末へ当該監視先電話端末の不在解除を通知する機能とを有している。
【００２５】
［監視元電話端末］
　次に、図３を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる監視元電話端末の構成につ
いて説明する。図３は、本発明の第１の実施の形態にかかる監視元電話端末の構成を示す
ブロック図である。
【００２６】
　監視元電話端末である電話端末２には、主な機能部として、通信インターフェース部（
以下、通信Ｉ／Ｆ部という）２１、音声処理部２２、表示部２３、操作入力部２４、記憶
部２５、および制御部２６が設けられている。
　通信Ｉ／Ｆ部２１は、専用のデータ通信回路からなり、電話回線２Ａおよび電話網５を
介して呼制御サーバ１や電話端末３とデータ通信を行うことにより各種制御メッセージや
音声パケットを送受信する機能を有している。
【００２７】
　音声処理部２２は、専用の信号処理回路からなり、通信Ｉ／Ｆ部２１で受信された音声
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パケットを復号する機能と、この復号により得られた音声信号をスピーカ（図示せず）か
ら出力する機能と、マイク（図示せず）から入力された音声信号を符号化する機能と、こ
の符号化により得られた音声パケットを通信Ｉ／Ｆ部２１へ出力する機能と、制御部２６
からの指示に応じて着信音などの各種音声信号をスピーカから出力する機能とを有してい
る。
【００２８】
　表示部２３は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、制御部２６からの指示に応じ
て、着信表示、当該電話端末２での監視要求状態を示す監視モードなどの当該電話端末２
の状態や、電話網５を介して受信した監視先電話端末の状態や相手電話端末の電話番号な
どの各種情報を表示する機能を有している。
　操作入力部２４は、操作キーやスイッチなどの操作検出回路からなり、ダイヤル操作、
発信操作、応答操作、監視要求操作、監視解除操作などの利用者による各種操作を検出し
て制御部２６へ出力する機能を有している。
【００２９】
　記憶部２５は、メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部２６での各種
処理に用いる処理情報やプログラム２５Ｐを記憶する機能を有している。プログラム２５
Ｐは、制御部２６に読み出されて実行されることにより各種処理部を実現するプログラム
であり、記録媒体や外部装置から予め読み込まれて記憶部２５に格納されている。
【００３０】
　記憶部２５で記憶される主な処理情報として、呼制御情報２５Ａおよび監視処理情報２
５Ｂがある。呼制御情報２５Ａは、制御部２６での呼制御に用いる、当該電話端末２の制
御状態など各種情報である。監視処理情報２５Ｂは、当該電話端末２による監視要求状態
すなわち監視モードの設定（監視要求中）／解除（監視非要求）の状態や監視先電話端末
の電話番号を示す情報である。図４は、監視処理情報の構成例である。ここでは、監視モ
ードの設定／解除を示す監視モード情報と監視先電話番号とが登録されている。
【００３１】
　制御部２６は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部２５の
プログラム２５Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを
協働させて各種処理部を実現する機能を有している。
　制御部２６で実現される主な処理部として、呼制御部２６Ａおよび監視処理部２６Ｂが
ある。
【００３２】
　呼制御部２６Ａは、電話網５を介して接続された呼制御サーバ１との間で、通信Ｉ／Ｆ
部２１を介して制御メッセージを送受信することにより、当該電話端末２での発信、着信
、通話などの各種呼制御を行う機能を有している。
　監視処理部２６Ｂは、操作入力部２４で検出された利用者による監視モード設定キーな
どを用いた監視モード設定操作に応じて、監視対象となる監視先電話端末を指定した監視
登録要求メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して呼制御サーバ１へ送信す
る機能と、この監視登録要求メッセージに応じて返送された登録完了メッセージの受信に
応じて監視モード設定および監視先電話番号を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂへ登録す
る機能とを有している。
【００３３】
　これに加え、監視処理部２６Ｂは、操作入力部２４で検出された利用者による監視モー
ド設定キーなどを用いた監視モード解除操作に応じて、監視対象となる監視先電話端末を
指定した監視解除要求メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して呼制御サー
バ１へ送信する機能と、この監視解除要求メッセージに応じて返送された登録完了メッセ
ージの受信に応じて監視モード解除を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂへ登録する機能と
、監視モードの状態を表示部２３で表示する機能とを有している。
【００３４】
［監視先電話端末］
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　次に、図５を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる監視先電話端末の構成につ
いて説明する。図５は、本発明の第１の実施の形態にかかる監視先電話端末の構成を示す
ブロック図である。
【００３５】
　監視対象となる監視先電話端末である電話端末３には、主な機能部として、通信インタ
ーフェース部（以下、通信Ｉ／Ｆ部という）３１、音声処理部３２、表示部３３、操作入
力部３４、記憶部３５、および制御部３６が設けられている。
　通信Ｉ／Ｆ部３１は、専用のデータ通信回路からなり、電話回線３Ａおよび電話網５を
介して呼制御サーバ１や電話端末２とデータ通信を行うことにより各種制御メッセージや
音声パケットを送受信する機能を有している。
【００３６】
　音声処理部３２は、専用の信号処理回路からなり、通信Ｉ／Ｆ部３１で受信された音声
パケットを復号する機能と、この復号により得られた音声信号をスピーカ（図示せず）か
ら出力する機能と、マイク（図示せず）から入力された音声信号を符号化する機能と、こ
の符号化により得られた音声パケットを通信Ｉ／Ｆ部３１へ出力する機能と、制御部３６
からの指示に応じて着信音などの各種音声信号をスピーカから出力する機能とを有してい
る。
【００３７】
　表示部３３は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、制御部３６からの指示に応じ
て、着信表示、当該電話端末３での監視要求状態を示す監視モードなどの当該電話端末３
の状態や、電話網５を介して受信した相手電話端末の電話番号などの各種情報を表示する
機能を有している。
　操作入力部３４は、操作キーやスイッチなどの操作検出回路からなり、ダイヤル操作、
発信操作、応答操作、不在設定操作、不在解除操作などの利用者による各種操作を検出し
て制御部３６へ出力する機能を有している。
【００３８】
　記憶部３５は、メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部３６での各種
処理に用いる処理情報やプログラム３５Ｐを記憶する機能を有している。プログラム３５
Ｐは、制御部３６に読み出されて実行されることにより各種処理部を実現するプログラム
であり、記録媒体や外部装置から予め読み込まれて記憶部３５に格納されている。
【００３９】
　記憶部３５で記憶される主な処理情報として、呼制御情報３５Ａおよび不在処理情報３
５Ｂがある。呼制御情報３５Ａは、制御部３６での呼制御に用いる、当該電話端末３の制
御状態など各種情報である。不在処理情報３５Ｂは、当該電話端末３における利用者不在
の設定状態すなわち不在モードの設定（不在中）／解除（不在解除）の状態を示す情報で
ある。図６は、不在処理情報の構成例である。ここでは、不在モードの設定／解除を示す
不在モード情報が登録されている。
【００４０】
　制御部３６は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部３５の
プログラム３５Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを
協働させて各種処理部を実現する機能を有している。
　制御部３６で実現される主な処理部として、呼制御部３６Ａおよび不在処理部３６Ｂが
ある。
【００４１】
　呼制御部３６Ａは、電話網５を介して接続された呼制御サーバ１との間で、通信Ｉ／Ｆ
部３１を介して制御メッセージを送受信することにより、当該電話端末３での発信、着信
、通話などの各種呼制御を行う機能を有している。
　不在処理部３６Ｂは、操作入力部３４で検出された利用者による不在モード設定キーな
どを用いた不在モード設定操作に応じて、利用者不在を示す不在登録メッセージを、通信
Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼制御サーバ１へ送信する機能と、この不在登録メッ
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セージに応じて返送された登録完了メッセージの受信に応じて不在モード設定を記憶部３
５の不在処理情報３５Ｂへ登録する機能とを有している。
【００４２】
　これに加え、不在処理部３６Ｂは、操作入力部３４で検出された利用者による不在モー
ド設定キーなどを用いた不在モード解除操作に応じて、利用者の在席や在宅を示す不在解
除通知メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼制御サーバ１へ送信する
機能と、この不在解除通知メッセージに応じて返送された登録完了メッセージの受信に応
じて不在モード解除を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂへ登録する機能と、不在モードの
状態を表示部３３で表示する機能とを有している。
【００４３】
［第１の実施の形態の動作］
　次に、図７～図１０を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置
の動作について説明する。図７は、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置
での初期登録動作および不在登録動作を示すシーケンス図である。図８は、本発明の第１
の実施の形態にかかる端末状態通知装置での監視登録動作を示すシーケンス図である。図
９は、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置での端末状態通知動作を示す
シーケンス図である。図１０は、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置で
の監視解除動作を示すシーケンス図である。
【００４４】
［初期登録動作］
　まず、図７を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制御
サーバ）１での初期登録動作について説明する。ここでは、監視元電話端末が電話端末２
からなり、監視対象となる監視先電話端末が電話端末３からなる場合を例として説明する
。
【００４５】
　電話端末３の起動あるいは回線接続に応じて（ステップ１００）、電話端末３の制御部
３６は、不在処理部３６Ｂにより、端末状態通知機能の利用を示す状態通知登録メッセー
ジを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼制御サーバ１へ送信する（ステップ１０
１）。
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの状態通知登
録メッセージを受信した場合、監視要求受付部１３Ｂにより、その状態通知登録メッセー
ジで指定された監視先の電話端末３に関するエントリを記憶部１２の監視情報１２Ｂへ初
期登録する（ステップ１０２）。登録後、監視要求受付部１３Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部１１か
ら電話端末３へ登録完了メッセージを返送する（ステップ１０３）。
【００４６】
　その後、電話端末３の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの登
録完了メッセージを受信した場合、不在処理部３６Ｂにより、利用者不在解除を示す不在
解除通知メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼制御サーバ１へ送信す
る（ステップ１０４）。
【００４７】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの不在解除通
知メッセージを受信した場合、端末状態監視部１３Ｃにより、当該電話端末３の不在解除
状態を検出し、その不在解除状態を当該電話端末３に関連付けて記憶部１２の監視情報１
２Ｂへ登録する（ステップ１０５）。登録後、端末状態監視部１３Ｃは、通信Ｉ／Ｆ部１
１から電話端末３へ不在解除通知メッセージを返送する（ステップ１０６）。
【００４８】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの不在
解除通知メッセージを受信した場合、不在モード解除を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂ
へ登録するとともに（ステップ１０７）、不在モード解除状態を表示部３３で表示し（ス
テップ１０８）、一連の不在解除動作を終了する。これにより、電話端末３および呼制御
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サーバ１の双方で不在モード解除状態となる。
【００４９】
［不在登録動作］
　次に、図７を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制御
サーバ）１での不在登録動作について説明する。
　電話端末３の制御部３６は、不在モード解除状態において、利用者による不在設定操作
が操作入力部３４で検出された場合（ステップ１１０）、不在処理部３６Ｂにより、利用
者不在を示す不在登録メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼制御サー
バ１へ送信する（ステップ１１１）。
【００５０】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの不在登録メ
ッセージを受信した場合、端末状態監視部１３Ｃにより、当該電話端末３の不在状態を検
出し、その不在状態を当該電話端末３に関連付けて記憶部１２の監視情報１２Ｂへ登録す
る（ステップ１１２）。登録後、端末状態監視部１３Ｃは、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話端
末３へ不在登録通知メッセージを返送する（ステップ１１３）。
【００５１】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの登録
完了メッセージを受信した場合、不在モード設定を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂへ登
録するとともに（ステップ１１４）、不在モード設定状態を表示部３３で表示し（ステッ
プ１１５）、一連の不在登録動作を終了する。これにより、電話端末３および呼制御サー
バ１の双方で不在モード設定状態となる。
【００５２】
［監視登録動作］
　次に、図８を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制御
サーバ）１での監視登録動作について説明する。
　電話端末２の制御部２６は、利用者による電話端末３への発信操作が操作入力部２４で
検出された場合（ステップ１２０）、呼制御部２６Ａにより、その発信操作で指定された
電話端末３を発信先とする発信メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して呼
制御サーバ１へ送信する（ステップ１２１）。
【００５３】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末２からの発信メッセ
ージを受信した場合、呼制御部１３Ａにより、記憶部１２の監視情報１２Ｂを参照して、
発信先として指定されている電話端末３の端末状態を確認する。ここで、電話端末３につ
いて不在登録を確認した場合（ステップ１２２）、電話端末３が応答できない状態にある
ことを示すビジーメッセージを電話端末２へ返送する（ステップ１２３）。
【００５４】
　電話端末２の呼制御部２６Ａは、通信Ｉ／Ｆ部２１により呼制御サーバ１からのビジー
メッセージを受信した場合、音声処理部２２によりスピーカから話中音（ビジートーン）
を出力する。
　その後、制御部２６は、利用者による監視モード設定操作が操作入力部２４で検出され
た場合（ステップ１２４）、監視処理部２６Ｂにより、監視対象となる監視先電話端末と
して電話端末３を指定した監視登録要求メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を
介して呼制御サーバ１へ送信する（ステップ１２５）。
【００５５】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末２からの監視登録要
求メッセージを受信した場合、監視要求受付部１３Ｂにより、その監視登録要求メッセー
ジで指定された監視先の電話端末３に監視元の電話端末２を関連付けて記憶部１２の監視
情報１２Ｂへ登録する（ステップ１２６）。登録後、監視要求受付部１３Ｂは、通信Ｉ／
Ｆ部１１から電話端末２へ登録完了メッセージを返送する（ステップ１２７）。
【００５６】
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　電話端末２の監視処理部２６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部２１により呼制御サーバ１からの登録
完了メッセージを受信した場合、監視モード設定を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂへ登
録するとともに（ステップ１２８）、監視モード設定状態を表示部２３で表示し（ステッ
プ１２９）、一連の監視登録動作を終了する。これにより、電話端末２および呼制御サー
バ１の双方で監視モード設定状態となる。
【００５７】
［不在解除動作］
　次に、図９を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制御
サーバ）１での不在解除動作について説明する。
　電話端末３の制御部３６は、不在モード設定状態において、利用者による不在解除操作
が操作入力部３４で検出された場合（ステップ１３０）、不在処理部３６Ｂにより、利用
者不在解除を示す不在解除通知メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼
制御サーバ１へ送信する（ステップ１３１）。
【００５８】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの不在解除通
知メッセージを受信した場合、端末状態監視部１３Ｃにより、当該電話端末３の不在解除
状態を検出し、その不在解除状態を当該電話端末３に関連付けて記憶部１２の監視情報１
２Ｂへ登録する（ステップ１３２）。登録後、端末状態監視部１３Ｃは、通信Ｉ／Ｆ部１
１から電話端末３へ不在解除通知メッセージを返送する（ステップ１３３）。
【００５９】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの不在
解除通知メッセージを受信した場合、不在モード解除を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂ
へ登録するとともに（ステップ１３４）、不在モード解除状態を表示部３３で表示し（ス
テップ１３５）、一連の不在解除動作を終了する。これにより、電話端末３および呼制御
サーバ１の双方で不在モード解除状態となる。
【００６０】
［端末状態通知動作］
　次に、図１０を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制
御サーバ）１での端末状態通知動作について説明する。
　呼制御サーバ１の制御部１３は、監視モード設定状態において、端末状態監視部１３Ｃ
により、当該電話端末３の不在解除状態が検出された場合、端末状態通知部１３Ｄにより
、その電話端末３に対応する監視元の電話端末２を記憶部１２の監視情報１２Ｂで確認し
、電話端末３での不在解除を示す不在解除通知メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話
網５を介して電話端末２へ送信する（ステップ１４０）。
【００６１】
　電話端末２の制御部２６は、通信Ｉ／Ｆ部２１により呼制御サーバ１からの不在解除通
知メッセージを受信した場合、監視処理部２６Ｂにより、監視先の電話端末３での不在解
除状態を表示部２３で表示する（ステップ１４１）。この後、制御部２６は、利用者によ
る発信操作が操作入力部２４で検出された場合（ステップ１４２）、呼制御部２６Ａによ
り、不在解除された電話端末３を発信先とする発信メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から
電話網５を介して呼制御サーバ１へ送信する（ステップ１４３）。
【００６２】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末２からの発信メッセ
ージを受信した場合、呼制御部１３Ａにより、記憶部１２の監視情報１２Ｂを参照して、
発信先である電話端末３の端末状態を確認する。ここで、電話端末３について不在解除を
確認した場合（ステップ１４４）、電話端末２からの発信を通知する着信メッセージを、
通信Ｉ／Ｆ部１１から電話網５を介して電話端末３へ送信する（ステップ１４５）。
【００６３】
　電話端末３の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの着信メッセ
ージを受信した場合、呼制御部３６Ａにより、この電話端末２からの着信を表示部３３で
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表示する（ステップ１４６）。その後、制御部３６は、利用者による応答操作が操作入力
部３４で検出された場合（ステップ１４７）、呼制御部３６Ａにより、着信への応答を示
す応答メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部から呼制御サーバ１へ返送する（ステップ１４８）。
【００６４】
　これに応じて、この応答メッセージは、呼制御サーバ１の呼制御部１３Ａを介して電話
端末２まで転送され（ステップ１４９）、電話網５を介して電話端末２，３間でネゴシエ
ーションが行われた後、電話端末２，３間で通話が開始され（ステップ１５０）、一連の
端末状態通知動作およびこれに続く発信動作が終了する。
【００６５】
［監視解除動作］
　次に、図１０を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制
御サーバ）１での監視解除動作について説明する。
　電話端末２の制御部２６は、監視モード設定状態において、利用者による監視モード解
除操作が操作入力部２４で検出された場合（ステップ１６０）、監視処理部２６Ｂにより
、記憶部２５の監視処理情報２５Ｂから監視先の電話端末３を確認し、その電話端末３を
指定した監視解除要求メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して呼制御サー
バ１へ送信する（ステップ１６１）。
【００６６】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末２からの監視解除要
求メッセージを受信した場合、監視要求受付部１３Ｂにより、その監視解除要求メッセー
ジで指定された監視先の電話端末３に対する監視元電話端末２の登録を記憶部１２の監視
情報１２Ｂから削除することにより監視登録を解除する（ステップ１６２）。登録解除後
、監視要求受付部１３Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話端末２へ監視解除通知メッセージ
を返送する（ステップ１６３）。
【００６７】
　電話端末２の監視処理部２６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部２１により呼制御サーバ１からの監視
解除通知メッセージを受信した場合、監視モード解除を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂ
へ登録するとともに（ステップ１６４）、監視モード解除状態を表示部２３で表示し（ス
テップ１６５）、一連の監視解除動作を終了する。これにより、電話端末２および呼制御
サーバ１の双方で監視モード解除状態となる。
【００６８】
［第１の実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態は、端末状態通知装置（呼制御サーバ）１において、端末状
態監視部１３Ｃにより、監視先電話端末３からの不在／不在解除を示す設定メッセージの
受信に応じて、当該監視先電話端末３の不在／不在解除の状態を検出し、この端末状態を
当該監視先電話端末３に関連付けて監視情報１２Ｂへ登録し、端末状態通知部１３Ｄによ
り、端末状態監視部１３Ｃによる監視先電話端末３の不在解除の検出に応じて、当該監視
先電話端末３に対応する監視元電話端末２を監視情報で確認し、当該監視元電話端末２へ
当該監視先電話端末３の不在解除を通知するようにしたものである。
【００６９】
　これにより、不在中の電話端末３を監視先電話端末とする電話端末２からの監視登録に
より、端末状態通知装置（呼制御サーバ）１で電話端末３の状態が監視され、電話端末３
での不在解除に応じて、電話端末２へその旨が通知される。したがって、電話端末３の不
在解除を電話端末２で容易に確認することができ、相手が不在であるにもかかわらず再度
発信したり、定期的に繰り返し発信する必要がなくなり、発信側利用者に対する操作や精
神面での負担を大幅に削減することができる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、端末状態通知装置（呼制御サーバ）１に端末状態通知装置を
実装したので、複数の電話端末の不在状態を一括して管理することができる。また、電話
端末に対して高度な機能を搭載する必要がなくなり、電話端末での処理負担を増大するこ
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となく、端末状態監視サービスを実現できる。
【００７１】
　また、本実施の形態は、監視要求受付部１３Ｂにより、任意の電話端末からの監視登録
要求メッセージの受信に応じて、指定された監視先電話端末に当該任意の電話端末を監視
元電話端末として関連付けて監視情報へ登録するようにしたので、任意の電話端末からの
所望の電話端末の状態監視を容易に登録することができる。
【００７２】
［第２の実施の形態］
　次に、図１１を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置につい
て説明する。図１１は、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置で用いられ
る監視情報の構成例である。
　第１の実施の形態では、監視先である電話端末３の不在解除に応じて、呼制御サーバ（
端末状態通知装置）１から、その不在解除を監視元の電話端末２へ通知する場合について
説明した。本実施の形態では、監視先である電話端末３の不在解除に応じて、呼制御サー
バ（端末状態通知装置）１から、電話端末３に対して監視登録されている監視元電話端末
２を電話端末３へ通知する場合について説明する。
【００７３】
　本実施の形態にかかる呼制御サーバ（端末状態通知装置）１には、第１の実施の形態の
構成に加え、次のような構成を備えている。
　監視要求受付部１３Ｂは、任意の電話端末からの監視元通知設定メッセージの受信に応
じて、当該任意の電話端末からなる監視元電話端末に対して監視元通知要を関連付けて記
憶部１２の監視情報１２Ｂへ登録する機能を有している。
　端末状態通知部１３Ｄは、端末状態監視部１３Ｃによる監視先電話端末の不在解除の検
出に応じて、当該監視先電話端末に対応する監視元通知の要否を記憶部１２の監視情報１
２Ｂにより確認する機能と、この監視元通知要の確認に応じて、当該監視先電話端末に対
応する監視元電話端末を記憶部１２の監視情報１２Ｂで確認する機能と、当該監視元電話
端末が監視元である旨を監視先電話端末へ通知する機能とを有している。
【００７４】
　図１１の監視情報の構成例では、監視先電話番号、監視元電話番号、および監視先電話
端末状態に加え、監視先電話端末に対する監視元電話端末の通知の要否を示す監視元通知
要否が組として登録されている。
　なお、本実施の形態にかかる呼制御サーバ（端末状態通知装置）１に関する上記以外の
構成については、第１の実施の形態と同様であり、ここでの詳細な説明は省略する。
【００７５】
［第２の実施の形態の動作］
　次に、図１２および図１３を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通
知装置の動作について説明する。図１２は、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態
通知装置での不在登録動作および監視元通知設定動作を示すシーケンス図であり、前述し
た図７と同じまたは同等部分には同一符号を付してある。図１３は、本発明の第２の実施
の形態にかかる端末状態通知装置での不在解除動作および監視元通知動作を示すシーケン
ス図である。
【００７６】
［不在登録動作］
　まず、図１２を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制
御サーバ）１での不在登録動作について説明する。ここでは、監視元電話端末が電話端末
２からなり、監視対象となる監視先電話端末が電話端末３からなる場合を例として説明す
る。
【００７７】
　電話端末３の制御部３６は、不在モード解除状態において、利用者による不在設定操作
が操作入力部３４で検出された場合（ステップ１１０）、不在処理部３６Ｂにより、利用
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者不在を示す不在登録メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼制御サー
バ１へ送信する（ステップ１１１）。
【００７８】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの不在登録メ
ッセージを受信した場合、端末状態監視部１３Ｃにより、当該電話端末３の不在状態を検
出し、その不在状態を当該電話端末３に関連付けて記憶部１２の監視情報１２Ｂへ登録す
る（ステップ１１２）。登録後、端末状態監視部１３Ｃは、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話端
末３へ不在登録通知メッセージを返送する（ステップ１１３）。
【００７９】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの不在
登録通知メッセージを受信した場合、不在モード設定を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂ
へ登録するとともに（ステップ１１４）、不在モード設定状態を表示部３３で表示し（ス
テップ１１５）、一連の不在登録動作を終了する。これにより、電話端末３および呼制御
サーバ１の双方で不在モード設定状態となる。
【００８０】
［監視元通知設定動作］
　次に、図１２を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制
御サーバ）１での監視元通知設定動作について説明する。
　電話端末３の制御部３６は、不在登録動作の終了後、不在処理部３６Ｂにより、監視元
通知を設定する監視元通知設定メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼
制御サーバ１へ送信する（ステップ２００）。
【００８１】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの監視元通知
設定メッセージを受信した場合、監視要求受付部１３Ｂにより、電話端末３からなる監視
元電話端末に対して監視元通知要を関連付けて記憶部１２の監視情報１２Ｂへ登録する（
ステップ２０１）。登録後、監視要求受付部１３Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話端末３
へ通知登録通知メッセージを返送する（ステップ２０２）。
【００８２】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの通知
登録通知メッセージを受信した場合、監視元通知モード設定を記憶部３５の不在処理情報
３５Ｂへ登録するとともに（ステップ２０３）、監視元通知モード設定状態を表示部３３
で表示し（ステップ２０４）、一連の監視元通知設定動作を終了する。これにより、電話
端末３および呼制御サーバ１の双方で監視元通知モード設定状態となる。
【００８３】
［不在解除動作および監視元通知動作］
　次に、図１３を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置（呼制
御サーバ）１での不在解除動作および監視元通知動作について説明する。
　電話端末３の制御部３６は、不在モード設定状態において、利用者による不在解除操作
が操作入力部３４で検出された場合（ステップ２１０）、不在処理部３６Ｂにより、利用
者不在解除を示す不在解除通知メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して呼
制御サーバ１へ送信する（ステップ２１１）。
【００８４】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの不在解除通
知メッセージを受信した場合、端末状態監視部１３Ｃにより、当該電話端末３の不在解除
状態を検出し、その不在解除状態を当該電話端末３に関連付けて記憶部１２の監視情報１
２Ｂへ登録する（ステップ２１２）。登録後、端末状態監視部１３Ｃは、通信Ｉ／Ｆ部１
１から電話端末３へ不在解除通知メッセージを返送する（ステップ２１３）。
【００８５】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの不在
解除通知メッセージを受信した場合、不在モード解除を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂ
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へ登録するとともに（ステップ２１４）、不在モード解除状態を表示部３３で表示する（
ステップ２１５）。これにより、電話端末３および呼制御サーバ１の双方で不在モード解
除状態となる。
【００８６】
　一方、呼制御サーバ１の制御部１３は、端末状態監視部１３Ｃによる電話端末３の不在
解除状態の検出後、端末状態通知部１３Ｄにより、監視先である電話端末３に対応する監
視元通知の要否を記憶部１２の監視情報１２Ｂにより確認し（ステップ２２０）、その監
視元通知要の確認に応じて、その監視先である電話端末３に対応する監視元電話端末２を
記憶部１２の監視情報１２Ｂで確認し（ステップ２２１）、この電話端末２の電話番号を
示す監視元通知メッセージを通信Ｉ／Ｆ部１１から電話端末３へ送信する（ステップ２２
２）。また、端末状態通知部１３Ｄは、電話端末３に対応する監視元通知の不要を記憶部
１２の監視情報１２Ｂに登録する（ステップ２２３）。
【００８７】
　電話端末３の不在処理部３６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの監視
元通知メッセージを受信した場合、監視元通知モード解除を記憶部３５の不在処理情報３
５Ｂへ登録するとともに（ステップ２２４）、その監視元通知メッセージで通知された監
視元の電話端末２の電話番号を表示部３３で表示し（ステップ２２５）、一連の不在解除
動作および監視元通知動作を終了する。これにより、電話端末３および呼制御サーバ１の
双方で監視元通知モード解除状態となる。
【００８８】
［第２の実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態は、端末状態通知装置（呼制御サーバ）１において、端末状
態通知部１３Ｄにより、端末状態監視部１３Ｃによる監視先電話端末３の不在解除の検出
に応じて、当該監視先電話端末３に対応する監視元電話端末２を記憶部１２の監視情報１
２Ｂで確認し、当該監視元電話端末２が監視元である旨を監視先電話端末３へ通知するよ
うにしたので、不在解除した電話端末３の利用者が、不在時に着信があったことと、その
発信元に対して連絡が必要であることを容易に把握することができる。
【００８９】
［第３の実施の形態］
　次に、本発明の第３の実施の形態にかかる端末状態通知装置について説明する。
　第１の実施の形態では、電話端末３の不在が登録されている場合、電話端末２から電話
端末３に対する発信に応じて、呼制御サーバ（端末状態通知装置）１から、ビジーメッセ
ージを電話端末２へ送信する場合について説明した。本実施の形態では、監視先として登
録されている電話端末３に対してその監視元である電話端末２から発信が行われた場合、
その監視先電話端末３へ着信を通知する場合について説明する。
【００９０】
　本実施の形態にかかる呼制御サーバ（端末状態通知装置）１には、第１の実施の形態の
構成に加え、次のような構成を備えている。
　呼制御部１３Ａは、不在状態にある監視先電話端末に対する任意の電話端末からの着信
メッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末の監視元電話端末と一
致するか監視情報で確認する機能と、その一致に応じて監視先電話端末へ着信を通知する
機能とを有している。
　なお、本実施の形態にかかる呼制御サーバ（端末状態通知装置）１に関する上記以外の
構成については、第１の実施の形態と同様であり、ここでの詳細な説明は省略する。
【００９１】
［第３の実施の形態の動作］
　次に、図１４を参照して、本発明の第３の実施の形態にかかる端末状態通知装置の動作
について説明する。図１４は、本発明の第３の実施の形態にかかる端末状態通知装置での
不在着信動作を示すシーケンス図である。
【００９２】
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［不在着信動作］
　電話端末２の制御部２６は、利用者による電話端末３への発信操作が操作入力部２４で
検出された場合（ステップ３００）、呼制御部２６Ａにより、その発信操作で指定された
電話端末３を発信先とする発信メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して呼
制御サーバ１へ送信する（ステップ３０１）。
【００９３】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末２からの発信メッセ
ージを受信した場合、呼制御部１３Ａにより、記憶部１２の監視情報１２Ｂを参照して、
発信先として指定されている電話端末３の端末状態を確認する。ここで、電話端末３につ
いて不在登録を確認した場合（ステップ３０２）、その発信側電話端末２が監視先電話端
末３の監視元電話端末と一致するか監視情報１２Ｂで確認する（ステップ３０３）。この
一致の確認に応じて、呼制御部１３Ａは、電話端末２からの発信を通知する着信メッセー
ジを、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話網５を介して電話端末３へ送信する（ステップ３０４）
。
【００９４】
　電話端末３の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１からの着信メッセ
ージを受信した場合、呼制御部３６Ａにより、この電話端末２からの着信を表示部３３で
表示する（ステップ３０５）。その後、制御部３６は、利用者による応答操作が操作入力
部３４で検出された場合（ステップ３０６）、呼制御部３６Ａにより、着信への応答を示
す応答メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部から呼制御サーバ１へ返送する（ステップ３０７）。
また、電話端末３の制御部３６は、不在処理部３６Ｂにより、不在モード解除を記憶部３
５の不在処理情報３５Ｂへ登録するとともに（ステップ３０８）、不在モード解除状態を
表示部３３で表示する（ステップ３０９）。
【００９５】
　呼制御サーバ１の制御部１３は、通信Ｉ／Ｆ部１１により電話端末３からの応答メッセ
ージを受信した場合、端末状態監視部１３Ｃにより、当該電話端末３の不在解除状態を検
出し、その不在解除状態を当該電話端末３に関連付けて記憶部１２の監視情報１２Ｂへ登
録する（ステップ３１０）。これにより、電話端末３および呼制御サーバ１の双方で不在
モード解除状態となる。
　また、呼制御サーバ１の制御部１３は、呼制御部１３Ａにより、電話端末３からの応答
メッセージを電話端末２へ転送する（ステップ３１１）。これにより、電話網５を介して
電話端末２，３間でネゴシエーションが行われた後、電話端末２，３間で通話が開始され
る（ステップ３１２）。
【００９６】
　また、呼制御サーバ１の制御部１３は、上記応答メッセージの受信に応じて、監視要求
受付部１３Ｂにより、この電話端末３に対する監視元電話端末２のエントリを記憶部１２
の監視情報１２Ｂから削除することにより監視登録を解除し（ステップ３２０）、登録解
除後、通信Ｉ／Ｆ部１１から電話端末２へ監視解除通知メッセージを返送する（ステップ
３２１）。
【００９７】
　電話端末２の監視処理部２６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部２１により呼制御サーバ１からの監視
解除通知メッセージを受信した場合、監視モード解除を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂ
へ登録するとともに（ステップ３２２）、監視モード解除状態を表示部２３で表示し（ス
テップ３２３）、一連の不在着信動作を終了する。これにより、電話端末２および呼制御
サーバ１の双方で監視モード解除状態となる。
【００９８】
［第３の実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態は、端末状態通知装置（呼制御サーバ）１において、呼制御
部１３Ａにより、不在状態にある監視先電話端末３に対する任意の電話端末からの着信メ
ッセージの受信に応じて、当該発信側電話端末が監視先電話端末３の監視元電話端末２と
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一致するか記憶部１２の監視情報１２Ｂで確認し、その一致に応じて監視先電話端末３へ
着信を通知するようにしたので、不在設定した電話端末３の利用者が不在解除操作を忘れ
ていた場合でも、監視元電話端末２からの再発信に応じて電話端末３へ着信通知すること
ができる。
【００９９】
［第４の実施の形態］
　次に、図１５を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置につい
て説明する。図１５は、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置で用いられ
る監視情報の構成例であり、図１および図５と同じまたは同等部分には同一符号を付して
ある。
　第１～第３の実施の形態では、端末状態通知装置がＩＰ電話システムの呼制御サーバで
実現されている場合を例として説明した。本実施の形態では、端末状態通知装置がＩＰ電
話システムにおいて監視先となる電話端末に実装されている場合を例として説明する。な
お、呼制御サーバ１０は、ＳＩＰサーバなどの一般的な公知の呼制御サーバである。
【０１００】
　監視先電話端末である電話端末（端末状態通知装置）３０には、主な機能部として、通
信インターフェース部（以下、通信Ｉ／Ｆ部という）３１、音声処理部３２、表示部３３
、操作入力部３４、記憶部３５、および制御部３６が設けられている。
　通信Ｉ／Ｆ部３１は、専用のデータ通信回路からなり、電話網５を介して呼制御サーバ
１０や電話端末２とデータ通信を行うことにより各種制御メッセージや音声パケットを送
受信する機能を有している。
【０１０１】
　音声処理部３２は、専用の信号処理回路からなり、通信Ｉ／Ｆ部３１で受信された音声
パケットを復号する機能と、この復号により得られた音声信号をスピーカ（図示せず）か
ら出力する機能と、マイク（図示せず）から入力された音声信号を符号化する機能と、こ
の符号化により得られた音声パケットを通信Ｉ／Ｆ部３１へ出力する機能と、制御部３６
からの指示に応じて着信音などの各種音声信号をスピーカから出力する機能とを有してい
る。
【０１０２】
　表示部３３は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、制御部３６からの指示に応じ
て、着信表示、当該電話端末３での監視要求状態を示す監視モードなどの当該電話端末３
の状態や、電話網５を介して受信した相手電話端末の電話番号などの各種情報を表示する
機能を有している。
　操作入力部３４は、操作キーやスイッチなどの操作検出回路からなり、ダイヤル操作、
発信操作、応答操作、不在設定操作、不在解除操作などの利用者による各種操作を検出し
て制御部３６へ出力する機能を有している。
【０１０３】
　記憶部３５は、メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部３６での各種
処理に用いる処理情報やプログラム３５Ｐを記憶する機能を有している。プログラム３５
Ｐは、制御部３６に読み出されて実行されることにより各種処理部を実現するプログラム
であり、記録媒体や外部装置から予め読み込まれて記憶部３５に格納されている。
【０１０４】
　記憶部３５で記憶される主な処理情報として、呼制御情報３５Ａ、不在処理情報３５Ｂ
、および監視情報３５Ｃがある。
　呼制御情報３５Ａは、制御部３６での呼制御に用いる、当該電話端末３の制御状態など
各種情報である。不在処理情報３５Ｂは、当該電話端末３における利用者不在の設定状態
すなわち不在モードの設定（不在中）／解除（不在解除）の状態を示す情報であり、前述
した図６に示すように、不在モードの設定／解除を示す不在モード情報が登録されている
。
【０１０５】
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　監視情報３５Ｃは、制御部３６での電話端末の監視に用いる各種情報であり、前述した
図２に示すように、監視対象となる監視先電話端末の電話番号（識別情報）である監視先
電話番号と、監視を要求した監視元電話端末の電話番号（識別情報）である監視元電話番
号と、監視先電話端末の不在／不在解除の状態を示す監視先電話端末状態とが組として登
録されている。
【０１０６】
　制御部３６は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部３５の
プログラム３５Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを
協働させて各種処理部を実現する機能を有している。
　制御部３６で実現される主な処理部として、呼制御部３６Ａ、不在処理部３６Ｂ、監視
要求受付部３６Ｃ、端末状態監視部３６Ｄ、および端末状態通知部３６Ｅがある。
【０１０７】
　呼制御部３６Ａは、電話網５を介して接続された呼制御サーバ１０との間で、通信Ｉ／
Ｆ部３１を介して制御メッセージを送受信することにより、当該電話端末３での発信、着
信、通話などの各種呼制御を行う機能を有している。
　不在処理部３６Ｂは、操作入力部３４で検出された利用者による不在モード設定キーな
どを用いた不在モード設定操作に応じて、不在モード設定を記憶部３５の不在処理情報３
５Ｂへ登録する機能と、操作入力部３４で検出された利用者による不在モード設定キーな
どを用いた不在モード解除操作に応じて、利用者の在席や在宅を示す不在モード解除を不
在処理情報３５Ｂへ登録する機能と、不在モードの状態を表示部３３で表示する機能とを
有している。
【０１０８】
　監視要求受付部３６Ｃは、任意の電話端末からの監視登録要求メッセージの受信に応じ
て、その要求元の電話端末を監視元電話端末として関連付けて記憶部３５の監視情報３５
Ｃへ登録する機能と、任意の電話端末からの監視解除要求メッセージの受信に応じて、そ
の要求元の電話端末による監視元電話端末の登録を監視情報３５Ｃから削除する機能と、
当該電話端末起動時あるいは回線接続に応じて当該電話端末３０に関するエントリを監視
情報３５Ｃへ初期登録する機能とを有している。
【０１０９】
　端末状態監視部３６Ｄは、不在処理部３６Ｂで検出された当該電話端末３０の不在／不
在解除の状態を記憶部３５の監視情報３５Ｃへ登録する機能とを有している。
　端末状態通知部３６Ｅは、不在処理部３６Ｂによる当該電話端末３０の不在解除の検出
に応じて、当該電話端末３０に対応する監視元電話端末を監視情報で確認する機能と、当
該監視元電話端末へ当該電話端末３０の不在解除を通知する機能とを有している。
【０１１０】
［第４の実施の形態の動作］
　次に、図１６～図１９を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装
置の動作について説明する。図１６は、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知
装置での初期登録動作および不在登録動作を示すシーケンス図である。図１７は、本発明
の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置での監視登録動作を示すシーケンス図であ
る。図１８は、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置での不在解除動作お
よび端末状態通知動作を示すシーケンス図である。図１９は、本発明の第４の実施の形態
にかかる端末状態通知装置での監視解除動作を示すシーケンス図である。
【０１１１】
［初期登録動作および不在登録動作］
　まず、図１６を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置（電話
端末）３０での初期登録動作および不在登録動作について説明する。ここでは、監視元電
話端末が電話端末２からなり、監視対象となる監視先電話端末が電話端末３０からなる場
合を例として説明する。
【０１１２】
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　電話端末３０の起動あるいは回線接続に応じて（ステップ４００）、電話端末３０の制
御部３６は、不在処理部３６Ｂにより、端末状態通知機能の利用を監視要求受付部３６Ｃ
へ通知する。これに応じて監視要求受付部３６Ｃは、当該電話端末３０に関する記憶部３
５の監視情報３５Ｃへ初期登録する（ステップ４０１）。登録後、不在処理部３６Ｂは、
利用者不在解除を端末状態監視部３６Ｄへ通知する。これに応じて端末状態監視部３６Ｄ
は、その不在解除状態を当該電話端末３に関連付けて監視情報３５Ｃへ登録する（ステッ
プ４０２）。
【０１１３】
　この後、不在処理部３６Ｂは、不在モード解除を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂへ登
録するとともに（ステップ４０３）、不在モード解除状態を表示部３３で表示し（ステッ
プ４０４）、一連の不在解除動作を終了する。これにより、電話端末３０で不在モード解
除状態となる。
【０１１４】
［不在登録動作］
　次に、図１６を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置（電話
端末）３０での不在登録動作について説明する。
　電話端末３０の制御部３６は、利用者による不在設定操作が操作入力部３４で検出され
た場合（ステップ４１０）、不在処理部３６Ｂにより、利用者の不在状態を検出し、その
不在モード設定を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂへ登録するとともに（ステップ４１１
）、不在モード設定状態を表示部３３で表示する（ステップ４１２）。また、制御部３６
は、端末状態監視部３６Ｄにより、不在処理部３６Ｂで検出された当該電話端末３０の不
在状態を記憶部３５の監視情報３５Ｃへ登録し（ステップ４１３）、一連の不在登録動作
を終了する。これにより、電話端末３で不在モード設定状態となる。
【０１１５】
［監視登録動作］
　次に、図１７を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置（電話
端末）３０での監視登録動作について説明する。
　電話端末２の制御部２６は、利用者による電話端末３０への発信操作が操作入力部２４
で検出された場合（ステップ４２０）、呼制御部２６Ａにより、その発信操作で指定され
た電話端末３０を発信先とする発信メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介し
て呼制御サーバ１０へ送信する（ステップ４２１）。この発信メッセージは、呼制御サー
バ１０で受信され、電話網５を介して電話端末３０へ着信メッセージとして転送される（
ステップ４２２）。
【０１１６】
　電話端末３０の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１０から着信メッ
セージを受信した場合、呼制御部３６Ａにより、記憶部３５の監視情報３５Ｃを参照して
、当該電話端末３０の端末状態を確認する。ここで、電話端末３０について不在登録を確
認した場合（ステップ４２３）、電話端末３０が応答できない状態にあることを示すビジ
ーメッセージを呼制御サーバ１０へ返送する（ステップ４２４）。これに応じて、呼制御
サーバ１０から電話端末２へビジーメッセージが転送される（ステップ４２５）。
【０１１７】
　電話端末２の呼制御部２６Ａは、通信Ｉ／Ｆ部２１により呼制御サーバ１０からのビジ
ーメッセージを受信した場合、音声処理部２２によりスピーカから話中音（ビジートーン
）を出力する。
　その後、制御部２６は、利用者による監視モード設定操作が操作入力部２４で検出され
た場合（ステップ４２６）、監視処理部２６Ｂにより、監視対象となる監視先電話端末と
して電話端末３０を指定した監視登録要求メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５
を介して電話端末３０へ送信する（ステップ４２７）。
【０１１８】
　電話端末３０の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により電話端末２からの監視登録要求
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メッセージを受信した場合、監視要求受付部３６Ｃにより、その監視登録要求メッセージ
で指定された監視元の電話端末３を記憶部３５の監視情報３５Ｃへ登録する（ステップ４
２８）。登録後、監視要求受付部３６Ｃは、通信Ｉ／Ｆ部３１から電話端末２へ登録完了
メッセージを返送する（ステップ４２９）。
【０１１９】
　電話端末２の監視処理部２６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部２１により電話端末３０からの登録完
了メッセージを受信した場合、監視モード設定を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂへ登録
するとともに（ステップ４３０）、監視モード設定状態を表示部２３で表示し（ステップ
４３１）、一連の監視登録動作を終了する。これにより、電話端末３０および電話端末２
の双方で監視モード設定状態となる。
【０１２０】
［端末状態通知動作］
　次に、図１８を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置（電話
端末）３０での不在解除動作および端末状態通知動作について説明する。
　電話端末３０の制御部３６は、不在モード設定状態において、利用者による不在解除操
作が操作入力部３４で検出された場合（ステップ４３０）、不在処理部３６Ｂにより、利
用者の不在解除状態を検出し、その不在モード解除を記憶部３５の不在処理情報３５Ｂへ
登録するとともに（ステップ４３１）、不在モード設定状態を表示部３３で表示する（ス
テップ４３２）。
【０１２１】
　また、制御部３６は、端末状態監視部３６Ｄにより、不在処理部３６Ｂで検出された当
該電話端末３０の不在解除状態を記憶部３５の監視情報３５Ｃへ登録する（ステップ４３
３）。これにより、電話端末３０で不在モード解除状態となる。
　この後、端末状態監視部３６Ｄは、電話端末３０の不在解除状態を示す不在解除通知メ
ッセージを通信Ｉ／Ｆ部３１から電話網５を介して電話端末２へ送信する（ステップ４３
４）。
【０１２２】
　電話端末２の呼制御部２６Ａは、通信Ｉ／Ｆ部２１により電話端末３０からの不在解除
通知メッセージを受信した場合、監視処理部２６Ｂにより、監視先の電話端末３０での不
在解除状態を表示部２３で表示し（ステップ４３５）、一連の端末状態通知動作を終了す
る。
【０１２３】
　この後、制御部２６は、利用者による発信操作が操作入力部２４で検出された場合（ス
テップ４４０）、呼制御部２６Ａにより、不在解除された電話端末３０を発信先とする発
信メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して呼制御サーバ１０へ送信する（
ステップ４４１）。この発信メッセージは、呼制御サーバ１０で受信され、電話網５を介
して電話端末３０へ着信メッセージとして転送される（ステップ４４２）。
【０１２４】
　電話端末３０の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により呼制御サーバ１０から着信メッ
セージを受信した場合、呼制御部３６Ａにより、記憶部３５の監視情報３５Ｃを参照して
、当該電話端末３０の端末状態を確認する。ここで、電話端末３０について不在解除を確
認した場合（ステップ４４３）、呼制御部３６Ａにより、この電話端末２からの着信を表
示部３３で表示する（ステップ４４４）。その後、制御部３６は、利用者による応答操作
が操作入力部３４で検出された場合（ステップ４４５）、呼制御部３６Ａにより、着信へ
の応答を示す応答メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部から呼制御サーバ１０へ返送する（ステッ
プ４４６）。
【０１２５】
　これに応じて、この応答メッセージは、呼制御サーバ１０を介して電話端末２まで転送
され（ステップ４４７）、電話網５を介して電話端末２，３０間でネゴシエーションが行
われた後、電話端末２，３０間で通話が開始され（ステップ４４８）、一連の端末状態通
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知動作およびこれに続く発信動作が終了する。
【０１２６】
［監視解除動作］
　次に、図１９を参照して、本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置（電話
端末）３０での監視解除動作について説明する。
　電話端末２の制御部２６は、監視モード設定状態において、利用者による監視モード解
除操作が操作入力部２４で検出された場合（ステップ４６０）、監視処理部２６Ｂにより
、記憶部２５の監視処理情報２５Ｂから監視先の電話端末を確認し、その電話端末３０を
指定した監視解除要求メッセージを、通信Ｉ／Ｆ部２１から電話網５を介して電話端末３
０へ送信する（ステップ４６１）。
【０１２７】
　電話端末３０の制御部３６は、通信Ｉ／Ｆ部３１により電話端末２からの監視解除要求
メッセージを受信した場合、監視要求受付部３６Ｃにより、その監視解除要求メッセージ
で指定された監視元電話端末２の登録を記憶部３５の監視情報３５Ｃから削除することに
より監視登録を解除する（ステップ４６２）。登録解除後、監視要求受付部３６Ｃは、通
信Ｉ／Ｆ部３１から電話端末２へ解除完了メッセージを返送する（ステップ４６３）。
【０１２８】
　電話端末２の監視処理部２６Ｂは、通信Ｉ／Ｆ部２１により電話端末３０からの解除完
了を受信した場合、監視モード解除を記憶部２５の監視処理情報２５Ｂへ登録するととも
に（ステップ４６４）、監視モード解除状態を表示部２３で表示し（ステップ４６５）、
一連の監視解除動作を終了する。これにより、電話端末３０および電話端末２の双方で監
視モード解除状態となる。
【０１２９】
［第４の実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態では、電話端末３０において、監視要求受付部３６Ｃにより
、電話端末２からの監視登録要求メッセージの受信に応じて、当該電話端末２を監視元電
話端末として記憶部３５の監視情報３５Ｃへ登録し、端末状態監視部３６Ｄにより、不在
／不在解除を示す操作に応じて当該電話端末３０の不在／不在解除の状態を検出し、この
端末状態を監視情報３５Ｃへ登録し、端末状態通知部３６Ｅにより、端末状態監視部３６
Ｄによる電話端末３０の不在解除の検出に応じて、監視元電話端末２を監視情報３５Ｅで
確認し、当該監視元電話端末２へ当該電話端末の不在解除を通知するようにしたものであ
る。
【０１３０】
　これにより、電話端末２からの監視登録により、その監視先電話端末となる端末状態通
知装置（電話端末）３０で当該電話端末３０の状態が監視され、電話端末３０での不在解
除に応じて、電話端末２へその旨が通知される。したがって、電話端末３０の不在解除を
電話端末２で容易に確認することができ、相手が不在であるにもかかわらず再度発信した
り、定期的に繰り返し発信する必要がなくなり、発信側利用者に対する操作や精神面での
負担を大幅に削減することができる。
【０１３１】
　また、本実施の形態では、電話端末３０に端末状態通知装置を実装したので、その電話
端末３０で管理している不在状態を電話端末３０から監視元電話端末２へ直接通知するこ
とができる。これにより、呼制御サーバに端末状態通知装置を実装する場合と比較して、
監視先電話端末と呼制御サーバとの間の不在／解除状態の通知をやり取りする手順を省く
ことができる。また、呼制御サーバについては特別な機能を追加する必要がなく、既存の
電話システムに対して極めて容易に導入することが可能となる。
【０１３２】
［実施の形態の拡張］
　以上の各実施の形態では、電話網５がＩＰ電話網からなるＩＰ電話システムを例として
説明したが、これに限定されるものではない。電話網５としては、呼制御サーバ１，１０
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と電話端末２，３，３０との間でデータ通信を行うことにより各種制御メッセージを送受
信できる、ＩＰ網やＩＳＤＮ網などの公知の通信ネットワークを利用でき、前述と同様の
作用効果が得られる。
【０１３３】
　また、電話端末３が社内や宅内のＬＡＮなどのＩＰ網を介して電話網５に接続され、そ
のＩＰ網に呼制御サーバ（端末状態通知装置）が接続されている、ＰＢＸシステムやボタ
ン電話システムなどのＩＰ電話システムにも、本発明の各実施の形態を適用でき、前述と
同様の作用効果が得られる。この場合には、監視元電話端末が監視先電話端末２と同じＩ
Ｐ電話システムの内線電話端末であってもよく、前述した各実施の形態のように、電話網
５を介して接続される電話端末であってもよい。
【０１３４】
　また、第１～第３の実施の形態では、端末状態通知装置が呼制御サーバ１に実装されて
いる場合を例として説明し、第４の実施の形態では、端末状態通知装置が監視先の電話端
末３０に実装されている場合を例として説明したが、端末状態通知装置をこれら呼制御サ
ーバ１や電話端末３０から独立した装置として電話網５に接続してもよい。この場合には
、第１～第３の実施の形態で説明した端末状態通知装置から呼制御サーバの機能が分離し
た構成となる。これにより、端末状態通知装置を電話網５に追加接続するだけで済み、既
存の呼制御サーバを変更することなく、端末状態監視サービスを実現できる。
【０１３５】
　また、第２および第３の実施の形態では、端末状態通知装置が呼制御サーバ１に実装さ
れている第１の実施の形態に適用した場合を例として説明したが、これに限定されるもの
ではなく、端末状態通知装置が監視先の電話端末３０に実装されている第４の実施の形態
に適用することも可能であり、前述と同様の作用効果を得ることができる。
　例えば、第２の実施の形態については、電話端末３０での不在解除操作に応じて、記憶
部３５の監視情報３５Ｃに登録されている監視元電話端末２を表示部３３で表示すればよ
い。また第３の実施の形態については、呼制御サーバ１からの着信メッセージの受信に応
じて、その発信元が監視元電話端末である場合にのみ、着信表示を行えばよい。
【０１３６】
　また、各実施の形態において、任意の電話端末から監視登録要求メッセージを受信した
際、予め登録されている迷惑リストと要求元電話端末の電話番号とを比較し、要求元電話
端末の電話番号が迷惑リストに含まれている場合には、監視登録を行わないなどの選択処
理を実行しても設けてもよい。これにより、特定の電話端末に対する端末状態通知サービ
スを停止することができ、高いセキュリティ性を実現できる。
【０１３７】
　また、各実施の形態では、監視元電話端末２における監視登録要求の際、監視先電話端
末の電話番号をダイヤルキー等で操作入力してもよいが、ビジートーン送出中の監視モー
ド設定操作に応じて、表示部２３に表示されている、通話接続に失敗した発信先電話端末
の電話番号を監視先電話端末の電話番号として用いることによりダイヤル入力操作を省く
ことができる。
【０１３８】
　また、各実施の形態では、監視元電話端末２における不在解除通知後の発信の際、監視
先電話端末の電話番号をダイヤルキー等で操作入力してもよいが、不在解除表示中の発信
操作に応じて、表示部２３に表示されている、不在解除で通知された監視先電話端末の電
話番号を発信先電話端末の電話番号として用いることによりダイヤル入力操作を省くこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】監視情報の構成例である。
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【図３】本発明の第１の実施の形態にかかる監視元電話端末の構成を示すブロック図であ
る。
【図４】監視処理情報の構成例である。
【図５】本発明の第１の実施の形態にかかる監視先電話端末の構成を示すブロック図であ
る。
【図６】不在処理情報の構成例である。
【図７】本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置での初期登録動作および不
在登録動作を示すシーケンス図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置での監視登録動作を示すシ
ーケンス図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置での端末状態通知動作を示
すシーケンス図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態にかかる端末状態通知装置での監視解除動作を示す
シーケンス図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置で用いられる監視情報の
構成例である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置での不在登録動作および
監視元通知設定動作を示すシーケンス図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態にかかる端末状態通知装置での不在解除動作および
監視元通知動作を示すシーケンス図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態にかかる端末状態通知装置での不在着信動作を示す
シーケンス図である。
【図１５】本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置の構成を示すブロック図
である。
【図１６】本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置での初期登録動作および
不在登録動作を示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置での監視登録動作を示す
シーケンス図である。
【図１８】本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置での不在解除動作および
端末状態通知動作を示すシーケンス図である。
【図１９】本発明の第４の実施の形態にかかる端末状態通知装置での監視解除動作を示す
シーケンス図である。
【符号の説明】
【０１４０】
　１…呼制御サーバ（端末状態通知装置）、１０…呼制御サーバ、１１…通信Ｉ／Ｆ部、
１２…記憶部、１２Ａ…呼制御情報、１２Ｂ…監視情報、１２Ｐ…プログラム、１３…制
御部、１３Ａ…呼制御部、１３Ｂ…監視要求受付部、１３Ｃ…端末状態監視部、１３Ｄ…
端末状態通知部、２…電話端末（監視元）、２Ａ…電話回線、２１…通信Ｉ／Ｆ部、２２
…音声処理部、２３…表示部、２４…操作入力部、２５…記憶部、２５Ａ…呼制御情報、
２５Ｂ…監視処理情報、２５Ｐ…プログラム、２６…制御部、２６Ａ…呼制御部、２６Ｂ
…監視処理部、３…電話端末、３Ａ…電話回線、３０…電話端末（端末状態通知装置）、
３１…通信Ｉ／Ｆ部、３２…音声処理部、３３…表示部、３４…操作入力部、３５…記憶
部、３５Ａ…呼制御情報、３５Ｂ…不在処理情報、３５Ｃ…監視情報、３５Ｐ…プログラ
ム、３６…制御部、３６Ａ…呼制御部、３６Ｂ…不在処理部、３６Ｃ…監視要求受付部、
３６Ｄ…端末状態監視部、３６Ｅ…端末状態通知部。
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